
新潟市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱 
 
 （目的） 
第１条 この要綱は，効率的かつ安定的な農業経営を育成し，これらの農業経営が農業生

産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため，株式会社日本政策金融公庫資金

を借入れ，新潟県があらかじめ承認した農業者に利子助成金の交付を行うことに関し，

新潟市補助金等交付規則（平成１６年新潟市規則第１９号 ）に定めるもののほか，必要

な事項を定めるものとする。 
 （利子助成金の交付） 
第２条 市長は，株式会社日本政策金融公庫資金の借入者に対し，予算の範囲内において

助成金を交付することができるものとする。 
２ 前項の利子助成金を交付する場合，新潟県から新潟県農業経営基盤強化資金利子助成

補助金交付要綱第２の規定に基づく利子助成補助金を受けることができる。 
 （利子助成の対象者） 
第３条 この要綱による助成を受けることができる農業者は，次に掲げる要件を満たすも

のとする。 
(1)  農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１２条第１項の規定に基づ

き農業経営改善計画の認定を市長から受けた農業者であること。 
(2)  第５条第１項に定める利子助成を受ける者については，新潟県が利子助成を承認し

た農業者であること。 
 （利子助成の対象資金） 
第４条 第２条の規定による利子助成の交付を受けることのできる資金は，平成２４年３

月３１日までの間に貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金（農業経営改善関係資金

基本要綱第２の２の①に定める資金。以下「資金」という。）とする。 
 （利子助成率及び利子助成の交付対象期間） 
第５条 利子助成率は，農業経営基盤強化資金〔農業経営基盤強化資金実施要綱（平成６

年６月２９日付け６農経Ａ第６６５号農林水産事務次官依命通知）第３の２の(７)の資金

を除き，かつ該当貸付決定に係る貸付額が５００万円を超えるものに限る。）〕のうち，個

人にあっては１億円以下，法人にあっては３億円以下の部分であって，農業経営基盤強化

資金利子助成金等交付事業実施要綱（平成２４年４月６日付け２３経営第３５３６号農林

水産事務次官依命通知。）に定めるところにより，財団法人農林水産長期金融協会（昭和

３９年９月１５日財団法人高風会という名称で設立された法人。以下，「長期金融協会」

という。）による利子助成を受けるものについては，資金の貸付利率と新潟県が市に通知

する選定団体による利子助成率，県利子助成率の和との差により算出した率とする。 

２ 前項における長期金融協会による利子助成を受けないものについては，末端負担金利

が０．５％以上の場合は，末端負担金利の３分の１を利子助成する。ただし，これにより

算出した金利が０．５％未満の場合にあっては，そのこえる部分については，利子助成を

しない。 
３ 利子助成の交付対象期間は，貸付当初５年間を上限とし，各年度の交付対象期間につ

いては次のとおりとする。 



(1)  初年度については，貸付実行日から当該年の１２月３１日までの間に設定された利            

息償還に係る払込期間（以下「約定償還日」という。）までとする。ただし，初年度

の交付対象期間内に約定償還日が設定されなかった場合は，貸付実行日から次年度の

１２月３１日までの間に設定された約定償還日とする。 
(2)  次年度以降については，前年度の１２月３１日までの間に設定された約定償還日の

翌日から当年度の１２月３１日までの間に設定された約定償還日とする。 
（利子助成の承認申請） 

第６条 資金を借入れた農業者は，新潟市農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書（別

記第１号様式）に借用証書の写し及び委任状（別記第２号様式）を添えて，貸付実行日ま

でに融資機関に提出するものとする。なお，新潟県信用農業協同組合連合会（以下「県信

連」という。）扱い以外の農業者にあっては，新潟市農業経営基盤強化資金利子助成承認

申請書（別記第１号様式）に借用証書の写しを添えて，貸付実行日までに市長に提出する

ものとする。 
２ 融資機関は，資金を借入れた農業者からの申請書を取りまとめのうえ，新潟市農業経

営基盤強化資金利子助成総括承認申請書（別記第３号様式）を作成し，前項に定める書

類を添付し，農業経営基盤強化資金の貸付実行日が１月から６月に係るものは貸付年の

７月１０日まで，７月から１２月に係るものは貸付年の翌年の１月１０日までに市長に

提出するものとする。 
 （利子助成の承認） 
第７条 市長は，前条の承認申請書を受理したときは，内容を審査し，適当と認めた場合

は，新潟市農業経営基盤強化資金利子助成承認通知書（別記第４号様式）を農業経営基

盤強化資金の貸付実行日が１月から６月に係るものは貸付年の８月末まで，７月から１

２月に係るものは貸付年の翌年の２月末までに，融資機関及び県信連扱い以外の資金を

借入れた農業者に交付するものとする。 
 （利子助成の変更承認申請） 
第８条 融資機関の長及び県信連扱い以外の資金を借入れた農業者は，第７条の規定によ

り市長から承認を受けた農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書の内容を変更しよう

とする場合は，融資機関による借受者の貸付条件変更前に，農業経営基盤強化資金利子

助成変更承認申請書（別記第５号様式）を市長に提出し，市長の承認を得なければなら

ない。 
 （利子助成の変更承認） 
第９条 市長は第８条の農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書を受理したときは

内容を審査し，適当と認めた場合は，速やかに農業経営基盤強化資金利子助成変更承認

通知書（別記第６号様式）を融資機関の長及び県信連扱い以外の資金を借入れた農業者

に交付するものとする。 
 （利子助成金の交付申請及び実績報告） 
第１０条 融資機関及び県信連扱い以外の資金を借入れた農業者は，利子助成金の交付を

受けようとする場合は，新潟市農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書兼実績報告

書（別記第７号様式）に農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請明細書（別記第８号

様式）を添付して，毎年１月１０日までに市長に提出するものとする。 



 （利子助成金の交付決定及び額の確定） 
第１１条 市長は，利子助成金の交付決定及び額の確定をしたときは，当該融資機関及び

県信連扱い以外の資金を借入れた農業者に新潟市農業経営基盤強化資金利子助成金交付

決定書兼確定通知書（別記第９号様式）により通知するものとする。 
 （適正な執行のための措置） 
第１２条 融資機関は，農業経営基盤強化資金の貸付事務及び対象事業に係る経理が適正

に行われるよう，次に掲げる事項に留意するものとする。 
(1)  農業経営基盤強化資金は，農業者が当該融資機関等に設ける預金口座に，他の貸付

金と明確に区分して振り込むこと。 
(2)  前項の預金口座からの預金の払出しに当たっては，その払出しが，対象事業に係る

ものであるか否かを確認するように努めること。 
 （その他） 
第１３条 この要綱に定めるもののほか，利子助成金の交付に関し，必要な事項は，市長

が別に定める。 
 

附 則 
  この要綱は，平成８年４月１日から施行し，平成８年４月１日以降に貸付を受けた農業

経営基盤強化資金について適用する。 
 

附 則 
この要綱は平成１４年７月 1 日から適用する。 

 
附 則 

１ この要綱は，平成１５年４月１日から適用する。 
２ この要綱の適用の際，既に旧要綱の規定によって利子助成の決定を受けた資金につい

てはなお従前の例による。 
 

附 則 
この要綱は平成２０年１０月 1 日から適用する。 

 
附 則 

１ この要綱は，平成２２年４月１日から適用する。 
２ この要綱の適用の際，既に旧要綱の規定によって利子助成の決定を受けた資金につい

てはなお従前の例による。 
 

附 則 
１ この要綱は，平成２４年４月１８日から施行し，平成２４年４月６日から適用する。 
 

附 則 
１ この要綱は，平成３０年６月２０日から適用する。 



附 則 
１ この要綱は，令和３年４月１日から適用する。 
 



別記第 1 号様式 

新 潟 市 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 助 成 承 認 申 請 書  
 

    年  月  日 
 
新潟市長          様 
 

住所 
申請者 

氏名             印 
 
 下記の農業経営基盤強化資金の借入について利子助成を受けたいので，新潟市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第 6 条第 1 項の規定に

基づき申請します。 
 

農業経営基盤強化資金 
借入額 実 行 日 貸付利率 利 子 

助成率 償還期限 据置期限 償還方法 利子助成期間  備考 
貸付決定日 貸付決定番号 
  千円 年 月 日 年  ％ 

（  ） 
年  ％ 
（  ） 

年 月 日 年 月 日  年 月 日から 
年 月 日まで 

 
 
 
 
 
 

 

※ 貸付利率の（    ）は財団法人農林水産長期金融協会からの助成後の金利を記入する。 
※ 備考欄には希望する利子助成金の入金口座を記入する。 
 



別記第 2 号様式 
 

委  任  状 

 
 

  年  月  日 
 
 
            様 
 

住所 
委任者 

氏名         印 
 
   私は，農業経営基盤強化資金の借入に係る利子助成についての利子助成承認申請，

利子助成金交付申請及び受領に関する権限を貴殿に委任いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記第 3 号様式 
 

新潟市農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書 
（       年度  ） 

 
  年  月  日 

 
新潟市長            様 
 

住所 
申請者 

氏名          印 
 
   下記の農業経営基盤強化資金の融資に係る利子助成を受けたいので，新潟市農業経

営基盤強化資金利子助成金交付要綱第 6 条第 2 項の規定に基づき申請します。 
 

記 
 

貸付決定番号 借 入 者 名 借 入 金 額 備   考 

  千円  

    

    

    

    

    

    

    

計 件   

  
 
 



別記第４号様式 

新 潟 市 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 助 成 承 認 通 知 書  
 

番 号 
    年  月  日 

 
          様 

 
新潟市長              印 

 
 平成  年  月  日付で申請のあった利子助成について，下記のとおり承認したので，新潟市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第

7 条の規定に基づき通知します。 
 

農業経営基盤強化資金 
借入額 実 行 日 貸付利率 利 子 

助成率 償還期限 据置期限 償還方法 利子助成期間  備考 
貸付決定日 貸付決定番号 
  千円 年 月 日 年  ％ 

（  ） 
年  ％ 
（  ） 

年 月 日 年 月 日  年 月 日から 
年 月 日まで 

 
 
 
 
 
 

 

※ 貸付利率の（    ）は財団法人農林水産長期金融協会からの助成金の金利を記入する。 
 
 
 



（別記第５号様式） 

新 潟 市 農 業 経 営 基盤 強 化 資 金 利 子 助成 変 更 承 認 申 請 書 
 

  年  月  日 
 
新潟市長          様 
 

住所 
申請者 

氏名             印 
 
   年  月  日付け第    号で承認を受けた農業経営基盤強化資金利子助成承認通知書の内容について次のとおり変更し，引き続き利

子助成を受けたいので，新潟市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第８条の規定により申請します。 
 

 農業経営基盤強化資金 
借入額 実 行 日 貸付利率 利 子 

助成率 償還期限 据置期限 償還方法 利子助成期間  備考 
貸付決定日 貸付決定番号 

 
 
変

更

前 

  千円 年 月 日 年  ％ 
（  ） 

年  ％ 
（  ） 

年 月 日 年 月 日  年 月 日から 
年 月 日まで 

 
 
 

 

変

更

後 

          
 
 

 

※ 貸付利率の（    ）は財団法人農林水産長期金融協会からの助成金の金利を記入する。 
※ 備考欄には希望する利子助成金の入金口座を記入する。 
 



別記第６号様式 

新 潟 市 農 業 経 営 基盤 強 化 資 金 利 子 助成 変 更 承 認 通 知 書 
 

番 号 
  年  月  日 

 
          様 

 
新潟市長              印 

 
     年  月  日付で申請のあった利子助成変更承認について，申請のとおり承認したので，新潟市農業経営基盤強化資金利子助成金交

付要綱第９条の規定に基づき通知します。 
 

 農業経営基盤強化資金 
借入額 実 行 日 貸付利率 利 子 

助成率 償還期限 据置期限 償還方法 利子助成期間  備考 
貸付決定日 貸付決定番号 

 
 
変

更

前 

 貸付決定番

号 
年 月 日 年  ％ 

（  ） 
年  ％ 
（  ） 

年 月 日 年 月 日  年 月 日から 
年 月 日まで 

 
 
 

 

変

更

後 

         
 
 

 

※ 貸付利率の（    ）は財団法人農林水産長期金融協会からの助成金の金利を記入する。 
 
 
 



別記第７号様式 
 

新潟市農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書兼実績報告書  
（       年度 ） 

 
番 号 

年  月  日 
 
新潟市長            様 
 

印 
 

    新潟市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第１０条の規定に基づき，下記のと

おり利子助成金の交付を申請し，あわせて実績を報告します。 
 

記 
 
１ 利子助成金         金             円 
 
 
２ 事業の目的 
  農業経営基盤強化促進法に基づいて農業経営改善計画の認定を受けた農業者に，農業

経営基盤強化資金の貸付を行うことにより，農業経営改善計画の達成を図る。 
 
 
３ 事業の内容 
  別紙農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請明細書のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別記第８号様式） 

農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 助 成 申 請 明 細 書  
（一般・上乗せ） 

 
借入 
年度 借入者名 借入金額 

償還内容 市利子 
助成率 

(E) 

利子補給請求額 
(D)×(E)/(B) 

 
備考 

残高(A) 利率(B) 利息償還期間 日数(C) 償還利息(D) 

  千円    年 月 日から 
年 月 日まで 

日間 円  
 

 
 

 
 

     年 月 日から 
年 月 日まで 

     

     年 月 日から 
年 月 日まで 

     

     年 月 日から 
年 月 日まで 

     

     年 月 日から 
年 月 日まで 

     

合 計     

注１ 利率(B)については，日本政策金融公庫の貸付金利から，財団法人農林水産長期金融協会の利子助成率を引いた利率を記入する。 
 ２ 繰上償還があった場合には，備考欄にその償還年月日及び金額を記入する。 
 ３ 利子助成額の算出にあたっては，１円未満は切り捨てる。 



別記第９号様式 
 

新潟市農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定書兼確定通知書 
（      年度 ） 

 
番 号 

   年  月  日 
 
            様 
 

新潟市長         印 
 

      年  月  日付で交付申請及び実績報告のあった農業経営基盤強化資金の利

子助成について，下記のとおり交付決定し，額を確定したので，新潟市農業経営基盤強化

資金利子助成金交付要綱第１１条の規定に基づき通知します。 
 

記 
 
１ 交付決定額及び確定額 
 
                       金              円   
 
２ 交付の条件 
   交付の対象となる資金については， 新潟市農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請

書兼実績報告書のとおりとする。 


